
答申第１６１号（諮問第１５９号）

「平成２５年度国立がん研究センター職員が群

馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報

全てのうち、別表の書類。（保健予防課に係る部

分）」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

に係る答申書

群馬県公文書開示審査会

第二部会
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第１ 審査会の結論

群馬県知事が行った部分開示決定のうち、下記の非開示部分は開示すべきである

が、その余の部分を非開示とした決定は妥当である。

・講師の口座情報のうち、口座名義（カナ）。

・事業者の口座振替の金融機関コード、金融機関名（支店名を含む）、口座種別及

び口座番号。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

異議申立人（以下「申立人」という。）は、群馬県情報公開条例（平成１２年群

馬県条例第８３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、群馬県知事

（以下「実施機関」という。）に対し、平成２６年９月２７日付けで、「平成２５年

度に国立がん研究センター職員が群馬県から贈与を受けて実施した講演等の情報全

て。少なくとも、同年２月２日に講演等が行われたと確認している。たとえば、起

案、議事録、会議報告書、アンケート、チラシ広告及びインターネット上の告知の

印刷・設置・配布、講師の選定、礼金の有無や金額、旅費、講演・講座の依頼文、

レジュメ、写真、映像、音声、発表の原稿、参加者数、キャンセル数、申込数、職

員側の出席者、上記の添付文書、上記の関連文書等々、とにかく全て。なお、非開

示・部分開示・不存在・存否応答拒否の部分については、全てその通知が必要です。

請求した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は破棄したとい

うことを示す情報も全て開示請求の対象に含めます。そして、当該情報の保存期間

および保存期間の変更および保存期間に関する分類等を示す情報も、全て開示請求

の対象に含めます。」の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成２６年１０月１４日、本件請求に係る公文書のうち、別表に掲

げる公文書（以下「本件公文書」という。）を特定し、条例第１４条第２号及び同

条第３号イに該当するとして公文書部分開示決定（以下「本件処分」という。）を

行い、公文書の一部を開示しない理由を別表のとおり付して、申立人に通知した。

なお、本件公文書以外の本件請求に係る公文書について、別途、公文書開示決定

及び公文書不存在決定を行った。

３ 異議申立て

申立人は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、

平成２６年１０月１７日付けで本件処分を不服として実施機関に対し異議申立て

（以下「本件異議申立て」という。）を行った。

４ 諮問

実施機関は条例第２６条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会（以下「審査

会」という。）に対して平成２６年１１月２１日付けで本件異議申立て事案の諮問

（以下「本件事案」という。）を行った。
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第３ 争点（条例第１４条第２号及び第３号イ該当性）

本件公文書において非開示とされた部分が、条例第１４条第２号又は第３号イに

該当するか。

第４ 争点に対する当事者の主張

１ 申立人の主張要旨

（１）条例第１４条第２号該当性について

① 講師の個人情報

講師の住所が群馬県か他の自治体か程度は公開すべきである。離れた土地に

研究所等を置くことはありうるし、その住所を記載したのであれば、条例第１

４条第２号イ及びハに該当し公開すべきである。万一、講師の自宅の情報であ

ったとしても、医師が自宅で開業している場合等自宅で自営業をしているとき

は建物の名称及び住所は、公になっている情報のため条例第１４条第２号イに

該当し、がん医療という人の生命、健康、生活又は財産に関わる分野であるか

ら同号ロに該当し、群馬大学等における医師及び看護師等という職務遂行情報

及び医師や看護師等を養成するという職務遂行情報として同号ハに該当するか

ら開示すべきである。

口座振替の金融機関名（支店名を含む）、口座種別、口座番号、口座名義（カ

ナ）（以下「講師の口座情報」という。）について述べる。それらは、いずれも、

募金活動等でも一般に公になっている情報であり、公開しても個人の権利利益

を害しない。さらに講師は、独立行政法人等の職員であり職務遂行に対する報

酬を受け取ることを目的として口座を開設して、本件講義の対価を受け取るこ

とを目的としてそれら口座番号等の情報を当該文書に記載した。ゆえに条例第

１４条第２号イ及びハに該当する。医療は人の生命、健康、生活又は財産にか

かる事柄であるから、条例第１４条第２号ロに該当する。

駅名については最大限に開示すべきであり、条例第１４条第２号に該当しな

いか、たとえ該当したとしても条例第１４条第２号イ、ロ及びハに該当する。

② 群馬大学出席者に関する個人情報

群馬大学職員の所属名、職名、氏名及び学生の所属名、職名までは開示すべ

きである。他の自治体等では、講演会等への参加者の所属名･職名･氏名等は開

示請求に対して開示されており、開示請求権は原則何人にも付与されているか

ら条例第１４条第２号イに該当する。医療は直接に人の生死に関係し、条例第

１４条第２号ロに該当する。群馬大学は｢独立行政法人等情報公開法」の実施

機関である。たとえ、原処分で非開示とされた群馬大学の職員･学生は、貴県

から依頼･命令がなくとも、実施機関が理由説明書で認めているとおり所属先

の群馬大学が出席を要請したのだから条例第１４条第２号ハに該当する。

（２）条例第１４条第３号イ該当性について

振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号は開示すべきであるが、せ

めて、金融機関の名称までは開示すべきである。本件では、誰でも当該昼食提供

事業者と取引できるのだから、当該昼食提供事業者が、一般の購入者からも同一
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の口座に代金を支払うことにしているのであれば条例第１４条第３号イに該当し

ない。

また、飲料提供事業者は、群馬県庁生活協同組合という公的な団体であり、利

益追求を目的とする私企業ではないにもかかわらず、当該組合は、当該非開示情

報を公開することになると一体どのような競争上の地位やその他正当な利益が害

されるおそれがあるのか明示すべきである。したがって、条例第１４条第３号イ

に該当しない。

２ 実施機関の主張要旨

（１）条例第１４条第２号該当性について

① 講師の個人情報

起案の手続の際に必要となる予算額調書の相手方コード、郵便番号及び住所

を非開示としている。相手方コードについては任意に設定できるが、通常は相

手方の自宅等の電話番号を使用しており、本件についても同様である。郵便番

号及び住所については講師の自宅の住所である。よって、これらの情報は、い

ずれも個人を識別する情報であることから条例第１４条第２号に該当する。

講師の口座情報については、講師への謝金の振込先の金融機関に関する情報

である。よって、これらの情報は、いずれも個人を識別する情報であることか

ら条例第１４条第２号に該当する。

講師の費弁旅費（旅費請求）の請求に係る乗車駅（出発地）の欄の一部及び

下車駅（目的地）の欄の一部（以下「講師の最寄り駅」という。）を非開示とし

ている。講師の旅費については、自宅を起点と終点としており、自宅の所在地

等の情報は個人を識別する情報であることから、条例第１４条第２号に該当す

る。

② 群馬大学出席者の個人情報

平成２５年度第２回市町村がん検診担当者会議・平成２４年度がん検診受診

率向上モデル事業事例発表会（以下「本件研修会」という。）に飲料を提供する

に当たり、購入数量の根拠とした出席（予定）者名簿のうち、群馬大学出席者

に係る所属名、職名及び氏名を非開示としている。

本件研修会の講師である群馬大学大学院教授２名を除いた群馬大学出席者に

ついては、県から出席を依頼したものではなく、講師が所属する講座(教室)の

教員･学生らに個人的に出席を呼びかけ、それに応じた教員･学生が自己啓発の

ために出席したものである。条例第１４条第２号ハでは、国立大学法人などの

独立行政法人等の職員に関する職務の遂行に係る個人情報は、当該職員等の職

及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分は、個人情報を例外的に開示す

る規定を設けている。本件で非開示にした職員･学生については県から出席を要

請したものではないことから当該職員・学生に関する情報は、条例第１４条第

２号ハに規定する除外規定の要件である「当該情報がその職務の遂行に係る情

報」に該当しない。

よって、群馬大学の出席者に係る所属名、職名、氏名については条例第１４

条第２号に該当する。
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（２）条例第１４条第３号イ該当性について

口座振替の金融機関コード、金融機関名（支店を含む。）口座種別及び口座番

号（以下「事業者の口座情報」という。）を非開示としている。非開示とした情

報は、昼食及び飲料を提供した事業者が金融上の取引を行う上で極めて重要とな

る取引金融機関・取引口座に関するものであり、事業者と金融機関との具体的な

取引関係及び資金関係に関する内部管理情報である。また、これらの情報は、通

常取引を有する者に対して開示するものであり、取引と無関係な第三者にまで開

示することを前提にしていない。

よって、これらの情報を開示することにより、当該法人の競争上の地位その他

正当な利益を害すると認められることから、これらの情報は条例第１４条第３号

イに該当する。

第５ 審査会の判断

実施機関は本件公文書のうち、別表項番１から別表項番５までに掲げる公文書に

おける各非開示部分について、特定の個人を識別することができる情報であるため、

条例第１４条第２号に該当する旨を主張し、別表項番６及び別表項番７に掲げる公

文書における各非開示部分については、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

るため、条例第１４条第３号イに該当する旨主張することから、当審査会において、

その当否を検討する。

１ 条例第１４条第２号該当性

（１）条例第１４条第２号について

条例第１４条第２号は個人の権利利益の十分な保護を図るため「個人に関する

情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）」又は「特定の個人を識別することはできないが、公にす

ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示としな

ければならないと規定している。

ただし、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されている情報」、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にす

ることが必要であると認められる情報」及び「当該個人が公務員等（国家公務員

法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政

法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政

法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立

行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２条に規定する地方公務員、地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人

をいう。以下同じ。）の役員及び職員並びに公社の役員及び職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報の

うち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分」（以下

「公務員等の職務の遂行に係る情報」という。）は例外的に開示しなければなら
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ないと規定されている。

（２）講師の個人情報について

本件公文書のうち、別表項番１、別表項番２及び別表項番３に掲げる公文書は、

本件研修会に講師として派遣された者に対する謝金及び旅費の支出に関する公文

書であり、講師の相手方コード（電話番号）、郵便番号、住所、口座情報及び最

寄り駅が記録されている。

① 講師の相手方コード（電話番号）、郵便番号及び住所

実施機関の説明によると、住所、郵便番号は講師の生活の本拠である自宅の

ものであり、相手方コードも講師の自宅電話番号を使用しているとのことであ

って、これらの情報はいずれも、特定の個人を識別することができる情報であ

る。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公に

することが予定されている情報とはいえないことから条例第１４条第２号イに

該当せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。

したがって、講師の相手方コード、郵便番号及び住所は条例第１４条第２号

に該当し、非開示とするのが妥当である。

なお、申立人は「講師の住所が群馬県か他の自治体か程度は公開すべきであ

る」と主張しているところ、条例第１５条第２号は「開示請求に係る公文書に

前条第２号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）が記録

されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個

人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にし

ても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認めるときは、当該部分を除

いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する」

と規定し、非開示部分を除いた部分を開示しなければならない旨を規定してい

る同条第１項を準用している。

この点について、住所は都道府県、市区町村、市町村内の町又は字、街区符

号及び住居番号といった方法により表示され、住所の記入欄が都道府県や市区

町村ごとに記入するよう区分されている等の特段の事情がある場合を除き、各

人の生活の本拠という、社会通念上不可分な最小単位の情報と解されるところ、

本件住所においては特段の事情があるとは認められないことから、本件住所は

不可分な最小単位の情報であって「特定の個人を識別することができることと

なる記述等の部分」に該当し、当該部分を更に細分化して、もはや「特定の個

人を識別することができるもの」が含まれないものとみなして部分開示するこ

とはできない。

② 講師の口座情報

講師の口座情報のうち、口座名義は、特定の個人を識別することができる情

報であるが、別表項番２に掲げる「支出回議書」を見分したところ、報酬の「受

取人区分」が講師「本人」であったことから、口座名義は講師の氏名と同等の

情報と認められる。そして、当該講師の氏名は実施機関により別途開示されて

いることから、併せて口座名義についても開示すべきである。

その他の金融機関名（支店名を含む。）口座種別及び口座番号は、個人の財
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産に関する情報であり、公にすることで個人の財産権を侵害するおそれがある

から、いずれの情報も「個人の権利利益を害するおそれのあるもの」に当たる。

また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にする

ことが予定されている情報とはいえないことから条例第１４条第２号イに該当

せず、その性質上、同号ロ及びハにも該当しない。

したがって、講師の口座情報のうち、口座名義は、別途開示されている講師

の氏名と同等の情報であるから開示すべきであり、その他の口座情報は条例第

１４条第２号に該当することから非開示とするのが妥当である。

③ 講師の最寄り駅

講師の最寄り駅が公にされた場合、講師の生活の本拠である自宅の住所が開

示されるのと同様の結果を招くことや、本件請求に対して開示された情報と照

合することによっても、特定の個人を識別することができることとなるため、

講師の最寄り駅は、特定の個人を識別することができる情報であるところ、当

該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予

定されている情報とはいえないことから条例第１４条第２号イに該当せず、そ

の性質上、同号ロにも該当しない。また、出張の移動時間について「出張中の

休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別

段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」こと

とされている（昭和２３年３月１７日基発第４６１号労働基準局長回答、昭和

３３年２月１３日基発第９０号労働基準局長回答）ところ、本件研修会の講師

らのうち、公務員等である講師の出張の移動時間は、通勤等の単なる移動時間

と異なるところはなく、「別段の指示」等の使用者の指揮命令が存在した事実

も認められないことから、当該講師の出張の移動は公務員等の職務の遂行に係

る情報に当たらず、出張の移動経路である講師の最寄り駅は条例第１４条第２

号ハにも該当しない。

したがって、講師の最寄り駅は条例第１４条第２号に該当し、非開示とする

のが妥当である。

（３）群馬大学出席者の個人情報について

本件公文書のうち、別表項番４及び別表項番５に掲げる公文書は、それぞれ、

本件研修会に提供する昼食及び飲料を提供するための意思決定に関する公文書、

本件研修会の概要をまとめた公文書であり、群馬大学出席者の所属名、職名及び

氏名が記録されている。

群馬大学出席者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であり、所

属名及び職名については、氏名及び所属名が公になっている講師が、自らの講座

・教室で出席者を募っていることから、当該講師の下で学んでいる准教授等の教

員又は学生であることが推測され、群馬大学出席者の所属名及び職名が公にされ

た場合には、特定の個人が識別されることとなるから、当該情報は特定の個人を

識別することができる情報である。

この点について、申立人は、他の公共団体等において講演会等の参加者に係る

所属名、職名及び氏名等が公文書開示請求により開示され、開示請求権が何人に

も付与されているから条例第１４条第２号イに該当する旨主張するが、公文書開
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示請求においては、請求の対象となる情報に個別的に検討を加え開示・非開示の

判断を行う必要があり、他の公共団体等において申立人のいう講演会等に係る参

加者の情報が開示されたからといって、本件研修会における参加者の情報が他の

公共団体等において開示されたわけではないことから、「法令等の規定により又

は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に当たるとは

いえない。つまり、申立人のいう講演会等に係る参加者の情報と、本件研修会に

係る参加者の情報は全く別個の情報なのであり、個別的に判断されるものなので

ある。よって、条例第１４条第２号イに該当せず、その性質上、同号ロにも該当

しない。

さらに申立人は、「群馬大学の職員･学生は、貴県から依頼･命令がなくとも、

実施機関が理由説明書で認めているとおり所属先の群馬大学が出席を要請したの

だから条例第１４条第２号ハに該当する」と主張するが、群馬大学出席者のうち、

学生については、そもそも「公務員等」に当たらないことから、条例第１４条第

２号ハに該当しない。教員については、実施機関から出席を要請していないこと

や、講師が所属する講座・教室において個人的に出席希望者を募ったものに過ぎ

ないことを踏まえると、職務命令等により教員が出席したものとは認められず、

公務員等の職務の遂行に係る情報に当たらないことから条例第１４条第２号ハに

該当しない。

したがって、群馬大学出席者の所属名、職名及び氏名は条例第１４条第２号に

該当し非開示とするのが妥当である。

２ 条例第１４条第３号イ該当性

（１）条例第１４条第３号イについて

条例第１４条第３号は、「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共

団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。）に関する情

報」を法人等事業情報と定義した上で原則開示とし、「人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除」き、

同号イにおいて「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるもの」を例外的に非開示にしなければならない

と規定している。

（２）事業者の口座情報について

本件公文書のうち、別表項番６及び別表項番７掲げる公文書は、それぞれ本件

研修会に昼食と飲料を提供するための支出に関する公文書であり、事業者の口座

情報が記録されている。

法人等の口座情報は、通常、当該法人等が内部限りにおいて管理して開示すべ

き相手方を限定する利益を有する情報に当たるが、当該法人等がそのような管理

をしていないと認められる場合には、これを「公にすることにより、当該法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と認めるこ

とはできない。

この点について、昼食提供事業者においては、業務態様からみるに不特定多数

の者が新規に顧客となるのであり、飲料提供事業者である群馬県庁生活協同組合

においては、基本的に組合員に利用されるが、一定の場合には組合員以外の者も
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利用することができるのである。そして、当該事業者は口座情報を内部限りにお

いて管理することよりも、代金の請求書に口座情報を記載して顧客又は組合員等

（以下「顧客等」という。）に交付することによって、決済の便宜に資すること

を優先させ、口座情報が多数の顧客等に広く知られ得る状態に置いているものと

認められる。また、顧客等が実施機関であるからこそ当該事業者が特別に口座情

報を開示したなど特段の事情も認められない。以上のことから、当該事業者の口

座情報は、「公にすることで、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるもの」とは認められない。

したがって、当該事業者の口座情報は条例第１４条第３号イに該当せず、開示

すべきである。

３ 結論

以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

なお、申立人はその他種々主張するが、当審査会の判断を左右するものではない。

審 査 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成２６年１１月２１日 諮問

平成２７年 １月１３日 実施機関からの理由説明書を受領

平成２７年 ３月 ９日 異議申立人からの意見書を受領

平成２７年 ６月 ３日 審議（本件事案の概要説明）
（第４５回 第二部会）

平成２７年 ７月１６日 審議（実施機関の口頭説明）
（第４６回 第二部会）

平成２７年 ８月３１日 審議
（第４７回 第二部会）

平成２７年１０月２６日 審議
（第４８回 第二部会）

平成２７年１１月２７日 審議
（第４９回 第二部会）

平成２８年 １月２８日 審議
（第５０回 第二部会）

平成２８年 ３月２２日 審議
（第５１回 第二部会）

平成２８年 ３月２８日 答申



別表（公文書部分開示決定の概要）

項 本件公文書の名称 非開示部分 該当条例 非開示理由
番

平成２５年度第２回市町村がん検 予算額調書のうち、相手方のコード、 群馬県情報公 特定の個人を識別できる情報であるため。
１ 診担当者会議・平成２４年度がん 郵便番号、住所 開条例第１４
検診受診率向上モデル事業事例発 条第２号該当
表会に係る経費の支出について

支出回議書 支出回議書のうち、相手方のコード、 群馬県情報公 特定の個人を識別できる情報であるため。
郵便番号、住所、口座振替の金融機関 開条例第１４

２ 名（支店名を含む）、口座種別、口座 条第２号該当
番号、口座名義（カナ）
報酬・賃金・報酬支出明細書のうち、住所

費弁旅費（旅費請求） 講師の費弁旅費（旅費請求）のうち、 群馬県情報公 特定の個人を識別できる情報であるため。
３ 所在地の欄の一部、乗車駅（出発地） 開条例第１４

の欄の一部、下車駅（目的地）の欄の 条第２号
一部

平成２５年度第２回市町村がん検 出席者名簿のうち、群馬大学の出席者 群馬県情報公 特定の個人を識別できる情報であるため。
４ 診担当者会議・平成２４年度がん に係る所属名、職名、氏名 開条例第１４ (当該出席者は、職務遂行による出席でな
検診受診率向上モデル事業事例発 条第２号該当 く、自発的な出席のため)
表会に係る食糧費の支出について

平成２５年度第２回市町村がん検 出席者名簿のうち、群馬大学の出席者 群馬県情報公 特定の個人を識別できる情報であるため。
５ 診担当者会議・平成２４年度がん に係る所属名、職名、氏名 開条例第１４ (当該出席者は、職務遂行による出席でな
検診受診率向上モデル事業事例発 条第２号該当 く、自発的な出席のため)
表会の開催結果について

支出回議書 支出回議書のうち、口座振替の金融機 群馬県情報公 特定法人の取引金融機関名・口座番号等が
関コード、金融機関名（支店名を含む）、開条例第１４ 記載されており、公にすることで、当該法

６ 口座種別、口座番号 条第３号イ該 人の正当な利益を害するおそれがあるた
請求書のうち、振込先の金融機関名（支 当 め。
店名を含む）、口座種別、口座番号

支出回議書 支出回議書のうち、口座振替の金融機 群馬県情報公 特定法人の取引金融機関名・口座番号等が
関コード、金融機関名（支店名を含む）、開条例第１４ 記載されており、公にすることで、当該法

７ 口座種別、口座番号 条第３号イ該 人の正当な利益を害するおそれがあるた
請求書のうち、振込先の金融機関名（支 当 め。
店名を含む）、口座種別、口座番号


